
感染症や災害への対応力強化（令和３年度介護報酬改定の対応）

１．感染症対策の強化
○ 全ての介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、運営

基準において、３年の経過措置を設け、以下の取組を求める。
・施設サービス：委員会の開催や指針の整備、研修の定期的な実施等に加え、訓練（シミュレーション）の実施
・訪問系、通所系、居住系サービス等：委員会の開催や指針の整備、研修や訓練（シミュレーション）の実施

２．業務継続に向けた取組の強化
○ 全ての介護サービス事業者に、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的

に提供できる体制を構築する観点から、運営基準において、３年の経過措置を設け、業務継続に向けた計
画等の策定や、研修、訓練の実施等を求める。

３．災害への地域と連携した対応の強化
○ 施設系、通所系、居住系サービス事業者に、運営基準において、災害訓練の実施等にあたり、地域住民

と連携に努めることを求める。（小多機、認知症GHは対応済）

４．通所介護などの事業所規模別の報酬に関する対応
〇 通所介護及び通所リハビリテーションの報酬について、感染症や災害等の影響により利用者の減少等がある

場合に、その状況に即した安定的な運用を可能とする観点から、足下の利用者数に応じて柔軟に事業所規模別
の各区分の報酬単価による算定を可能とするとともに、臨時的な利用者の減少に対応するための評価を行う。

○ 感染症や災害への対応力強化を図る観点から、感染症対策や業務継続に向けた取組、災害に当たって
の地域と連携した取組を強化。

〇 通所介護などについて、その状況に即した安定的な運用を図る観点からの対応を実施。

（注） 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第12報）」（令和２年６月１日事務連絡）で
示している請求単位数の特例は、４の対応が実施されるまでの間とする。
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○新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、介護事業所は

通常とは異なるサービス形態で、また、介護従事者におい

ては感染者又は濃厚接触者となるリスクを抱えながら継続

して介護サービスを提供する必要がある。

○令和３年度介護報酬改定においては、感染症や災害が発

生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提

供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事

業者を対象に、一定の経過措置を設け、業務継続計画

（BCP）の策定、研修・訓練の実施等が義務づけられた。

○多くの介護従事者は感染症や標準的な感染対策について

の教育を受けているとは限らず、感染対策を行った上で事

業継続ができるよう感染症対応力向上が必要であり、本事

業では、介護従事者向けの実地研修の開催、介護事業所に

おけるBCP作成支援等を行う。

事業の内容

本事業を通じ、介護事業所及び介護従事者の感染対策力等の向上

を図り、安定した事業基盤の整備に繋がり事業継続が可能となる。

成果目標・事業スキーム

感染症等の拡大防止等に係る介護事業所及び従事者に対する研修等支援事業

令和４年度予算案（令和３年度当初予算額）：０．５億円（１．０億円）

成果目標

事業スキーム

事業のイメージ

感染対策等への
疑問や不安を解消
し就業を継続

専門家による実地研修・セミナー

国 実施主体 介護施設
・事業所等

委託

・感染対策に関する研修
・BCP策定のための研修

実地研修

BCP策定研修

事業所毎に
BCP策定

研修参加

事業継続に活用
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